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長時間労働者への面接指導制度の普及促進について 
 

 本年度、関労働基準監督署(署長：佐藤健治)においては、過重労働による健康障害を防
ぐための取組みを重点とします。 

 長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、ま

た脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られています。働くこと

により労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、労働者が疲労

を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労

働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切

に実施することが重要です。 

 過重労働による健康障害を防ぐためには、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休

暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等の労働

者の健康管理に係る措置の徹底が重要です。 

 やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、労働安全

衛生法により以下に該当する労働者に対し医師等による面接指導及び事後措置を講じる

よう義務、もしくは努力義務が定められています。（別添「面接指導等の実施に係る流

れ」を参照） 

① 月 100 時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者 
（当人の申出による）                    【義務】 

② 月 80 時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者 
（当人の申出による）                   【努力義務】 

③ 事業場で定める基準に該当する者             【努力義務】 
しかしながら、上記①②は労働者本人からの申出がなければ、医師等による面接指導の

対象になりません。過重労働による健康障害を防ぐためには、労働者の健康状況を把握

するため医師による面接指導制度を積極的に運用し、適切な事後措置を講ずることが有

効です。 

 本年度、関労働基準監督署においては、各事業場において少なくとも月 100 時間超の

時間外・休日労働を行った労働者が疲労の蓄積の申出がなくても面接指導を実施してい

ただくために、 

 長時間労働者への面接指導制度の対象基準を策定すること 
 当該面接対象基準において、少なくとも月 100 時間超の時間外・休日労働を
行った長時間労働者が対象となること 

を呼びかけます。なお、当該取組にあたり講習会の開催(今秋)、計画的な監督指導等を

実施してまいります。 
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